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北茨城市民病院患者等給食及び食堂運営業務委託募集要項 

 
１　目的 
　　この要項は、北茨城市民病院における患者等給食及び食堂運営業務委託につい 
て、事業者を公募型プロポーザル方式により選定するための必要な手続き等につい 
て定めるものです。 

 
２　対象業務 
　（１）業務名　　北茨城市民病院患者等給食及び食堂運営業務 
　（２）業務場所　北茨城市民病院　茨城県北茨城市関南町関本下１０５０ 
　（３）業務内容　別紙仕様書のとおり 
　（４）契約期間　令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで（３年間） 
 
３　業務場所の概要 
　（１）建物の概要 
　　　　階　数　地上５階 
　　　　構　造　鉄筋コンクリート造　（一部 ＰＣａＰＣ・免震構造） 
　（２）病院の規模 
　　　　病床数　　　１８３床（一般病床１３７床、療養病床４６床） 
　　　　敷地面積　　４８，１４５㎡ 
　　　　延べ床面積　１３，７８３㎡ 
　（３）病床利用率（令和７年４月現在） 
　　　　一般病床　６８．３％ 
　　　　療養病床　５６．３％ 
　（４）患者数（令和７年４月現在） 
　　　　月平均述べ患者数　３，８０４．５人 
　（５）職員数（令和７年４月１日現在、会計年度任用職員含む） 
　　　　医師　　　　１６名 
　　　　看護師　　　１６８名 
　　　　医療技術者　４５名 
　　　　事務職員　　４３名 
　　　　委託業者　　２０名（推定） 
（６）外来診療日 
　　　　第２．４土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始（１２月２９日から１月 
　　　　３日まで）を除く毎日 
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４　委託業務場所と設備内容 
（１）Ｂ１Ｆ　給食室　別紙　Ｂ１Ｆ　給食室設備内容を参照。 
（２）４Ｆ　食堂　別紙　４Ｆ　食堂設備内容を参照。 
 
５　応募資格要件 
　　令和７年５月１日現在において、次の各要件を満たす場合に応募できることと 
します。 
（１）国内において、国、地方公共団体又はそれに準ずる機関（公社、公団、事業 

団、独立行政法人等）の発注にかかる「１５０床以上の病院における患者等給 
食業務」に関して、継続して５年以上にわたり、元請として実施した実績を３ 
箇所以上有する者。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し 
ない者であること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、又 
　　　は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申し立て 

がなされてないこと。（更生計画認可及び再生計画認可の決定を受けてるものを 
除く。） 

（４）国税及び地方税の未納がないこと。 
（５）北茨城市建設工事等請負業者指名停止当措置要領（平成１０年１月１４日施 

行）による指名停止を受けていない者。 
（６）暴力団による不当な行為の防止等の関する法律（平成３年法律第７７号）第２ 
　　　条第２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 
（７）一般財団法人医療関連サービス振興会の患者給食業務におけるサービスマーク 
　　　の認定を受けていること。 
（８）受託業務の遂行が困難な場合に備え、社団法人日本メディカル給食協会等、業 

務の代行者となる者との契約が交わされており、業務の代行保証が確立されて 
いること。 

　 
６　参加申込手続き 
　　応募を希望する事業者は、下記内容のとおり提出してください。 
（１）参加申請 
　　　①様式１　公募型プロポーザル方式業務委託参加申請書（１部） 
　　　②会社案内・概要書（任意様式）（１０部） 
　　　③商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）原本、個人の場合は住民票原本 

（１部） 
　　　④本要項５－（７）に定める認定書の写し及び同（８）の写し（各１部） 
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　　　⑤法人税（個人の場合は市税）、消費税及び地方消費税に係る納税証明書（直近 
のもの）原本 
⑥財務諸表「貸借対照表」及び「損益計算書」の最新１年分（個人事業者は、 
所得税確定申告書、決算書の写しで代用することができます。（税務署の受付 
印があるもの。）（原本１部） 
⑦企画提案書（任意様式）（１０部） 

　　　　「北茨城市民病院患者等給食及び食堂運営業務仕様書」に記載する業務全て

の業務を受託することを前提とし、以下の内容を記載した提案書を作成し、

提出してください。 
用紙サイズはＡ４版としますが、記載形式は自由となります。 
提案書は、必ず以下の内容の順序に従い、簡潔に、分かりやすく、具体的に 
記載してください。 
【提案書記載内容】 
ア　病院給食業務に対する基本的な業務運営方針 
　・治療食としての病院給食に対する考え方について 
　・患者サービスの観点からの病院給食に対する考え方について 
　・食物アレルギーの具体的な対応について 
・嚥下調整食（ゼリー食、とろみ食、ソフト食等）への対応について 
・患者外食に対する考え方について 
　・食堂運営に対する考え方と取り組みについて 
　　・使用食材の調達等に対する考え方について 
　　・評価等の調査内容に対する取組について 
イ　満足度を高めるための取り組みについて 
　　・美味しい食事を提供するための取り組みについて 
　　・趣向や季節を考慮した献立の作成の取り組み 
　　・行事食（イベント等）についての考え方について 
　　・患者からの食事のクレームに対する対応について 
　　・医師の指示による特別な栄養基準、形態等の対応について 
　ウ　安全管理体制 
　　・衛生管理に対する基本的な考え方、及び具体的な取組（HACCPに関す 

る内容を含む）について 
　　　　　・食材の安全性を担保するための取り組みについて 
　　　　　・施設、設備及び備品の取扱や清掃についての考え方について 
　　　　　・環境への配慮への取り組みについて（電気や廃棄物の削減） 
　　　　エ　業務体制 
　　　　　・従事者の確保、配置等に関する考え方及び取り組みについて 
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　　　　　・人員の構成（有資格者の人数、病院給食における実務経験年数等）につ 
いて 

　　　　　・本社又は管理拠点の支援体制について 
　　　　・従事者の教育・研修に関する考え方について 
　　　　　・従事者の業務や安全衛生に関する教育・研修の計画について 
　　　　オ　危機管理体制 
　　　　　・設備機器等の日常管理と緊急時の対応・連絡体制について 
　　　　　・インシデント発生時の対応とその後の取り組みについて 
　　　　　・食中毒や食品事故発生時の対応について 
　　　　　・災害時（自然災害、停電、火災等）の対応について 
　　　　カ　その他 
　　　　　・代行保証事業者との連携（緊急時の連携体制、対応等）について 
　　　　　・受託実績、継続受託実績（関東圏における同種の内容・規模における実 

績）について（下記⑨以外の実績等） 
　　　　　・その他の提案（病院経営に寄与する提案等が行えるか）について 
　　　⑧直前の決算書等（原本１部、写し９部） 
　　　⑨関連事業実績表（本要項「５　応募資格要件（１）」に該当するものを記載す 
　　　　ること。）（任意様式）（１０部） 
　　　⑩上記「⑨関連事業実績表」で記載された契約書の写し３箇所分（１０部） 
　　　⑪様式２　見積書（１部原本、写し９部） 
　　　　仕様書に基づき「月額固定管理費」と「食材料費」を含めた見積額とし、税 
　　　　抜きで記載すること。 
　　　⑫様式３　業務費内訳書（内訳は任意様式）（原本１部、写し９部） 
　　　　仕様書「別紙１　患者等給食業務内容　２契約方式」に記載した、月額固定 
　　　　管理費の人件費、現場経費、保健衛生費、業務運営管理費等の詳細な積算 
　　　　根拠を提示すること。また食材料費は下記「給食業務にかかる予定数量（3

か年分）」を参考とし、「ア　管理費」と「イ　食材料費」を記載すること。 
　　　　〇給食業務にかかる予定数量（3か年分） 
　　　　・患者常食　　　　　 29,220食 
　　　　・軟食　　　　　　　113,637食 
　　　　・高血圧食　　　　　 23,559食 
　　　　・流動食　　　　　　　5,031食 
　　　　・特別食　　　　　　108,957食 
　　　　・濃厚流動食　　　　 35,448食 
　　　　・付添食　　　　　　　　216食 
　　　　・職員食(検食含む)　　11,118食 
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　　　　・食堂食　　　　　 35,769食 
　　　　・合計　　　　　　362,955食 
 
　　　（参考「病院の概要」） 
　　　　運用病床数　: 183床（療養 46床） 
　　　　入院患者数　: 3,327名　外来患者数　:75,582名　※左記は令和 6年度実績 
　　　　病棟等の状況: 2A病棟、2B病棟、3A病棟、3B病棟 
　　　⑬仕様書の内容を満たす、下記の患者等給食の２週間分の予定献立表と写真に

よる 1日分（朝、昼、夜）の盛付例。（任意様式）（１０部） 
　　　　ア　一般職（常食)（朝、昼、夜） 
　　　　イ　職員食（朝、昼、夜） 
 
　　　〇見積書記載の留意事項 
　　　　ア　管理費 
　　　　（ア）人件費（仕様書に設定されている以外の職種を追加してもよい。 
　　　　　　　食堂業務も含む。） 
　　　　　ａ　業務責任者　　　　　　　　〇名×〇円=Ａ円 
　　　　　ｂ　業務従事者（管理栄養士）　〇名×〇円=Ｂ円 
　　　　　ｃ　業務従事者（栄養士）　　　〇名×〇円=Ｃ円 
　　　　　ｄ　業務従事者（調理師）　　　〇名×〇円=Ｄ円 
　　　　　ｅ　業務従事者（調理従事者）　〇名×〇円=Ｅ円 
　　　　　ｆ　業務従事者（その他）　　　〇名×〇円=Ｆ円 
　　　　　ｇ　業務従事者（パート等）　　〇名×〇円=Ｇ円 
　　　　　ｈ　賞与　　　　　　　　　　　〇名×〇円=Ｈ円 
　　　　　ｉ　諸手当　　　　　　　　　　〇名×〇円=Ｉ円 
　　　　　ｊ　法定福利費　　　　　　　　〇名×〇円=Ｊ円 
　　　　　ｋ　その他　　　　　　　　　　〇名×〇円=Ｋ円 
　　　　　人件費　Ａ円+Ｂ円+Ｃ円+Ｄ円+Ｅ円+Ｆ円+Ｇ円+Ｈ円+Ｉ円+Ｊ円+Ｋ円 
　　　　（イ）諸経費　Ｌ円 
　　　　　　（詳細の記載は必要としないが、仕様書で区分する項目を確認する 

こと。） 
　【管理費計】人件費+諸経費 
 
イ　食材費（食数は「給食業務にかかる予定数量（3か年分）」を使用する） 
（ア）患者常食　　　　　〇円×　 29,220食　=Ｍ円 
（イ）軟食　　　　　　　〇円×　113,637食　=Ｎ円 
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（ウ）高血圧食　　　　　〇円×　 23,559食　=Ｏ円 
（エ）流動食　　　　　　〇円×　  5,031食　=Ｐ円 
（オ）特別食　　　　　　〇円×　108,957食　=Ｑ円 
（カ）濃厚流動食　　　　〇円×　 35,448食　=Ｒ円 
（キ）付添食　　　　　　　〇円×　　 216食　=Ｓ円 
（ク）職員食（検食含む）　〇円×　 11,118食　=Ｔ円 
（ケ）食堂食（定食・麺等）〇円×　 35,769食　=Ｕ円 
　　※食数のうち定食・麺類が 95％以上占めている 
　【食材費計】　Ｍ円＋Ｎ円＋Ｏ円＋Ｐ円＋Ｑ円＋Ｒ円＋Ｓ円＋Ｔ円＋Ｕ円 
管理費計＋食材費計＝総計（見積額）（税抜き） 

（２）申請書の提出方法 
　　　①申請書提出期限：令和７年７月８日（火）　午後５時必着 
　　　②申請場所：〒３１９－１７１１ 

茨城県北茨城市関南町関本下１０５０ 
　　　　　　　　　北茨城市民病院　総務課 
　　　③提出方法：持参又は郵送（受付期間及び時間内に必着とし、配達完了が確認 
　　　　　　　　　できる書留郵便等に限ります。） 
　　　　 
７　現地視察 
　　応募予定者で、現地視察を希望する場合は、事前にご連絡願います。 
　　視察予定期間は、次のとおりです。 
令和７年６月１８日（水）から６月２５日（水）まで 
午前９時００分から午後４時００分まで。（視察時間帯については協議させていた 
だきます。） 
 

８　質問および回答 
（１）質問書の提出 
　　　応募に関する質問は、「様式４　質問書」を下記により提出してください。 
　　①提出期間：令和７年６月１８日（水）から令和７年６月２５日（水） 

午後５時まで 
　　②提出場所：茨城県北茨城市関南町関本下 
　　　　　　　　北茨城市民病院　総務課 
　　③提出方法：持参、郵送、FAX、e-mailとします。 
　　　　　　　　・FAX番号：０２９３－４６－６５２６ 
　　　　　　　　・e-mail：by-soumu@city.kitaibaraki.lg.jp 
　　　※電話や来訪及び口頭による質問については受け付けません。 
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（２）質問の回答 
　　令和７年６月３０日（月）までにすべての質問に対する回答を参加申請者全員 
　　に FAX又はメールにて送信いたします。 

 
９　選定方法 
（１）審査委員会 
　　　委託事業者の選定は、北茨城市民病院で組織する審査委員会にて選定します。 
（２）審査方法 
　　　①書類選考 
　　　　募集要項及び仕様書に基づき、提出を求めた申請書類等の全てを、適正な方 
　　　　法で提出されているか審査します。 
　　　②企画提案内容について 

募集要項及び仕様書に基づいた企画提案書について、次の審査基準に基づき 
審査します。 

　　　　また、選定委員会の要求により、申請者に説明を求める場合があります。 
※説明についての日程は、別途通知させていただきます。（令和７年７月１５日以降） 

　　 

 ア 病院給食業務に対する基本的な業務運営方針

 ・治療食としての病院給食に対する考え方

 ・食堂の運営に対する考え方

 ・病院給食業務（食堂を含む）運営方針

 イ 満足度の向上について

 ・患者等に満足を得られる食事の提供について

 ・食事のクレームについての対応と対策

 ウ 安全管理体制

 ・安全な食事の提供に向けた衛生管理、設備管理の取り組み

 エ 業務体制

 ・従事者の確保と配置について

 ・従事者の育成（教育・研修）について

 オ 危機管理体制

 ・食中毒や食品事故についての対応について

 ・災害時等の対応について

 カ その他

 ・代行保証事業者との連携について

 ・病院給食業務受託実績と経験について

 ・病院経営に寄与する提案について
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③委託料見積書について 
　　　仕様書に基づいた「月額固定管理費」と「食材料費」を含めた見積額、業務費 
内訳書による積算内訳 

 
（３）審査結果の通知 
　　　審査結果は申請者全員に、令和７年７月１５日（火）頃までに書面にて通知 

する。 
 
10　契約の締結 
　　選定者と事業実施に関する詳細事項を協議のうえ、契約を締結する。 

 
11　応募上の留意事項 
（１）申請書等について、受理後の追加および変更は認めません。 
（２）申請書類等作成に要する費用は申請者の負担とします。 
（３）提出された申請書等は返却しません。 
（４）北茨城市民病院より追加の資料提供を求められた場合は、速やかに提出してく 

ださい。 
（５）申請書提出後の諸事情による辞退については、「様式５　辞退届」にその理由を 

記入し、速やかに提出してください。 
（６）提出期限、提出場所及び提出方法に適合しないもの、指定する様式等及び記載 

上の留意事項等の条件に適合しないもの、記載事項の全部又は一部が記載され 
ていないもの、虚偽の内容が記載されているものは失格となります。 

 
12　問合わせ先 
　〒３１９－１７１１　茨城県北茨城市関南町関本下１０５０ 
　北茨城市民病院　総務課　担当：星、古内、齋藤 
　　TEL：０２９３－４６－１１２１　内線２１０６ 

FAX：０２９３－４６－６５２６ 
　　e-mail：by-soumu@city.kitaibaraki.lg.jp


